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○
消
防
庁
告
示
第
六
号 

　

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ハ

及
び
平
成
十
六
年
消
防
庁

(ニ)

告
示
第
九
号
（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て
行
う
点
検
の
期
間
、
点
検

の
方
法
並
び
に
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
）
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
蓄
電
池
設
備
の
基
準
（
昭
和
四

十
八
年
消
防
庁
告
示
第
二
号
）
及
び
昭
和
五
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
四
号
（
消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防

用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
七
年
七
月
三
十
日 

消
防
庁
長
官　

大
沢　
　

博 

第
一
条　

蓄
電
池
設
備
の
基
準
（
昭
和
四
十
八
年
消
防
庁
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

別紙７

天風 松下
長方形
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改　

正　

後

改　

正　

前

第
一　

趣
旨 

第
一　

［
同
上
］ 

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ハ

に
規

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ハ

に
規

(ニ)

(ハ)

定
す
る
蓄
電
池
設
備
の
構
造
及
び
性
能
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
蓄
電
池
設
備
の
構
造
及
び
性
能
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二　

構
造
及
び
性
能 

第
二　

［
同
上
］ 

［
一　

略
］ 

［
一　

同
上
］ 

二　

蓄
電
池
設
備
の
蓄
電
池
の
構
造
及
び
性
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

二　

蓄
電
池
設
備
の
蓄
電
池
の
構
造
及
び
性
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

　

鉛
蓄
電
池
は
、
自
動
車
用
以
外
の
も
の
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上

　

鉛
蓄
電
池
は
、
自
動
車
用
以
外
の
も
の
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上

(一)

(一)

の
構
造
及
び
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

の
構
造
及
び
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
日
本
産
業
規

イ　

Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
日
本
産
業
規

格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
Ｃ
八
七
〇
四
―
一
（
据
置
鉛
蓄
電
池
第
一
部
ベ
ン
ト
式
）
に
適
合
す
る
も
の 

格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
Ｃ
八
七
〇
四
―
一
（
据
置
鉛
蓄
電
池
第
一
部
ベ
ン
ト
形
）
に
適
合
す
る
も
の 

［
ロ　

略
］ 

［
ロ　

同
上
］ 

ハ　

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八
七
〇
二
―
一
（
小
形
制
御
弁
式
鉛
蓄
電
池
第
一
部
）
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八
七
〇
二
―
二
（
小
形

ハ　

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八
七
〇
二
―
一
（
小
形
制
御
式
鉛
蓄
電
池
第
一
部
）
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八
七
〇
二
―
二
（
小
形
制

制
御
弁
式
鉛
蓄
電
池
第
二
部
）
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八
七
〇
二
―
三
（
小
形
制
御
弁
式
鉛
蓄
電
池
第
三
部
）
に

御
式
鉛
蓄
電
池
第
二
部
）
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八
七
〇
二
―
三
（
小
形
制
御
式
鉛
蓄
電
池
第
三
部
）
に
適
合
す

適
合
す
る
も
の 

る
も
の 

　

ア
ル
カ
リ
蓄
電
池
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
構
造
及
び
性
能
を

　

ア
ル
カ
リ
蓄
電
池
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
構
造
及
び
性
能
を

(二)

(二)

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八
七
〇
五
（
密
閉
型
ニ
ッ
ケ
ル
・
カ
ド
ミ
ウ
ム
蓄
電
池
）
に
適
合
す
る
も
の 

イ　

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八
七
〇
五
（
密
閉
形
ニ
ッ
ケ
ル
・
カ
ド
ミ
ウ
ム
蓄
電
池
）
に
適
合
す
る
も
の 

［
ロ
・
ハ　

略
］ 

［
ロ
・
ハ　

同
上
］ 

ニ　

国
際
電
気
標
準
会
議
規
格
六
一
九
五
一
―
二
（
密
閉
型
ニ
ッ
ケ
ル
・
水
素
蓄
電
池
）
又
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
八

ニ　

国
際
電
気
標
準
会
議
規
格
六
一
九
五
一
―
二
（
密
閉
形
ニ
ッ
ケ
ル
・
水
素
蓄
電
池
）
に
適
合
す
る
も
の 

七
〇
八
（
密
閉
型
ニ
ッ
ケ
ル
・
水
素
蓄
電
池
）
に
適
合
す
る
も
の 

 

［

～

　

略
］

［

～

　

同
上
］

(三)

(八)

(三)

(八)

三　

蓄
電
池
設
備
の
充
電
装
置
の
構
造
及
び
性
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

三　

［
同
上
］ 

［

～

　

略
］ 

［

～

　

同
上
］ 

(一)

(七)

(一)

(七)

　

充
電
装
置
に
そ
の
定
格
出
力
電
圧
で
定
格
出
力
電
流
を
流
し
た
場
合
、
温
度
計
法
（
直
交
変
換
装
置
を
有

　

［
同
上
］ 

(八)

(八)

す
る
蓄
電
池
設
備
に
設
け
る
ト
ラ
ン
ス
に
あ
つ
て
は
、
抵
抗
法
）
に
よ
り
測
定
し
た
各
測
定
箇
所
の
温
度
上

 

昇
値
が
、
次
の
表
で
定
め
る
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
  

測　

定　

箇　

所

温　

度　

上　

昇　

値
（
度
）

 

測　

定　

箇　

所

温　

度　

上　

昇　

値
（
度
）

 
  

［
略
］

［
略
］

［
略
］

 

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

 
  

直
交
変
換

ダ
イ
オ
ー
ド
及
び
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ

百
十

 

［
同
上
］

ダ
イ
オ
ー
ド
及
び
絶
縁
ゲ
ー
ト
バ
イ

［
同
上
］

 

装
置

 

ポ
ー
ラ
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ

 
  

［
略
］

［
略
］

 

［
同
上
］

［
同
上
］
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［

　

略
］ 

［

　

同
上] 

(九)

(九)

［
四
～
六　

略
］

［
四
～
六　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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第
二
条　

昭
和
五
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
四
号
（
消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告

書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

           

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 
　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


